
 

 

遵 守 事 項 

 

１ 捕獲器は、地域猫の不妊去勢手術の実施を目的として使用し、営利目的に

は使用しないこと。 

２ 使用の際は使用の目的を明示し、動物虐待行為ではないことを明らかにす

ること。 

３ 使用の際は常時人が立ち会い、捕獲器を放置しないこと。 

４ 使用の際は十分に注意を払い、猫を傷つけることがないようにすること。 

５ 使用の際は捕獲器を適正に取り扱い、他への障害とならないように安全に

配慮すること。 

６ 返却時には捕獲器を洗浄すること。 

７ 捕獲器を亡失又は損傷した場合は、速やかに大分市に連絡をし、協議の上、

必要な場合は弁償すること。 

８ 捕獲器の譲渡、処分又は転貸は行わないこと。 


